
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般地区 

沿道景観形成地区 

重点地区 

内宮おはらい町地区 
二見町茶屋地区 

重点地区と沿道景観形成地区を除いた市全域 

景観形成に補助金
が利用できます 

景観計画区域のうち、地図に記載の道路端 
又は鉄道敷地端から両側 15ｍ以内の区域 


